
○笠間市住宅用太陽光発電・蓄電システム設置費補助金交付要綱 

令和４年３月３１日 

告示第１２０号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、地球温暖化の防止を推進するため、再生可能エネルギー

を積極的に活用し、２０５０年カーボンニュートラルの実現に向けて、住宅

用太陽光発電・蓄電システムを設置する者に対し、予算の範囲内で補助金を

交付することについて、笠間市補助金等交付規則（平成１８年笠間市規則第

３２号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

（１） 太陽光発電システム 次のいずれにも該当するものをいう。 

ア 太陽電池その他設備を用いて太陽光を変換して電気を得る設備 

イ 設備設置の各系列における太陽電池モジュールの合計出力とパワーコ

ンディショナーの出力のいずれか小さい方の値を、それぞれ合計した値

が１０キロワット未満のもの 

ウ 太陽電池で得た電気が、当該住宅にて使用されるもの 

エ 次号に規定する蓄電システムと接続し使用するもの 

（２） 蓄電システム 次のいずれにも該当するものをいう。 

ア 電力を繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電

気を活用することができるもの 

イ 住宅等に設置された太陽光発電システムと接続され、太陽光発電シス

テムにより発電される電力を充放電できるもの 

ウ 蓄電池部から供給される電力が、当該住宅にて使用されるもの 

エ 国が申請年度又はその前年度に実施する補助事業における補助対象設

備として、国の委託事業者により登録されているもの 

（補助対象者） 

第３条 補助金交付の対象となる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する

者とする。 



（１） 市内に住所を有する者又は新たに市内に住所を定めようとする者の

うち、補助金交付時において住民登録している者 

（２） 次のいずれかに該当する者 

ア 自ら居住する住宅（店舗等の併用住宅を含み、集合住宅は除く。）に

新たに太陽光発電システム及びこれと連携する蓄電システムを設置する

者 

イ 自ら居住する住宅（店舗等の併用住宅を含み、集合住宅は除く。）に

既に設置された太陽光発電システムと連携する蓄電システムを設置する

者 

ウ 住宅を販売する事業者等により未使用の太陽光発電システム及び蓄電

システムがあらかじめ設置された住宅（以下「システム付き住宅」とい

う。）を自ら居住するために購入する者 

（３） 補助金を申請した年度内に全ての手続を完了することができる者 

（４） 市税に未納がない者 

（５） 設置者自ら又は同一住所地において居住する者が、茨城県が実施し

ている「いばらきエコチャレンジ」に登録し、家庭での省エネルギーの取

組を行う者 

（６） 設置者自ら又は同一住所地において居住する者が、この告示に基づ

く補助金の交付を受けていない者 

（補助対象経費） 

第４条 補助対象経費は、太陽光発電システム及び蓄電システムの設置又は蓄

電システムの設置に要する費用（設備本体、附属品等システムに必要な購入

費及び工事費）とする。ただし、いずれも未使用のものに限る。 

２ 国、地方公共団体その他団体が実施する同様の補助制度を併用する場合は、

補助対象経費の額からその補助制度で受ける補助額を控除するものとする。 

（補助金の額等） 

第５条 補助金の額は、次の各号に掲げる設備の種別に応じ、それぞれ当該各

号に定めるものとする。 

（１） 太陽光発電システム １キロワット当たり２０，０００円に発電シ

ステムを構成する太陽電池モジュールの最大出力の合計値（kW表示とし、



小数点以下２桁未満は切り捨てる。）を乗じて得た額とし、１，０００円

未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする。ただし、８０，００

０円を超えるものにあっては、８０，０００円を限度額とする。 

（２） 蓄電システム 設置された蓄電システムの設置に要した費用の額に

３分の１を乗じて得た額とし、１，０００円未満の端数があるときはこれ

を切り捨てた額とする。ただし、１５０，０００円を超えるときは１５０，

０００円を限度額とする。 

２ 補助金の交付は１住宅につき１回限りとする。 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、太

陽光発電システム及び蓄電システム設置工事若しくは蓄電システム設置工事

の着工前又はシステム付き住宅を購入する場合は購入前かつ当該年度の１２

月末日までに、笠間市住宅用太陽光発電・蓄電システム設置費補助金交付申

請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければなら

ない。 

（１） 太陽光発電システム及び蓄電システムの設置等に要する費用の内訳

が記載された見積書の写し 

（２） 太陽光発電システム及び蓄電システムの形状、規格等が分かるもの

（カタログ等） 

（３） システム付き住宅を購入する場合は住宅の売買契約書（案）の写し 

（４） 設置予定箇所の位置図（住宅案内図等） 

（５） 太陽光発電システム及び蓄電システム設置工事施工前の現況写真（シ

ステム付き住宅を購入する場合は除く。） 

（６） 納税証明書（市税に未納がない証明） 

（７） 当該住宅が申請者の所有でない場合にあっては、当該住宅の所有者

の承諾書（様式第２号） 

（８） 第２条第１号イの要件に該当していることが分かるもの 

（９） その他市長が必要と認めるもの 

（補助金の交付決定等） 

第７条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補



助金を交付することが適当と認めるときは、笠間市住宅用太陽光発電・蓄電

システム設置費補助金交付決定通知書（様式第３号）により、また、補助金

を交付することが適当でないと認めるときは、笠間市住宅用太陽光発電・蓄

電システム設置費補助金不交付決定通知書（様式第４号）により、申請者に

通知するものとする。 

（変更等の承認申請） 

第８条 前条の規定により補助金交付決定を受けた者（以下「補助事業者」と

いう。）が、補助金交付申請の内容を変更しようとするとき、又は、補助事

業を中止しようとするときは、笠間市住宅用太陽光発電・蓄電システム設置

費補助変更等承認申請書（様式第５号）を市長に提出し、その承認を受けな

ければならない。 

（変更等の承認） 

第９条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、

承認するときは、笠間市住宅用太陽光発電・蓄電システム設置費補助変更等

承認書（様式第６号）により補助事業者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第１０条 補助事業者は、太陽光発電システム及び蓄電システムの設置が完了

した日（システム付き住宅を購入した場合は引渡しを受けた日）から３０日

以内又は当該年度の２月末日のいずれか早い日までに、笠間市住宅用太陽光

発電・蓄電システム設置費補助金実績報告書（様式第７号）に次の書類を添

えて市長に提出するものとする。 

（１） 太陽光発電システム及び蓄電システムの設置等に要した費用の領収

書及び内訳書の写し 

（２） 太陽光発電システム及び蓄電システムの設置状況が確認できる写真 

（３） 太陽電池モジュール及びパワーコンディショナーの製造番号及び出

力が確認できるもの（蓄電システムのみを設置する場合は除く。） 

（４） 蓄電システムの製造番号、出力、品名及び型番が確認できる写真又

は書類の写し 

（５） 保証書の写し 

（６） 太陽光発電システムで発電した電力が蓄電システムと接続されてお



り、当該住宅で使用できることが確認できる書類 

（７） いばらきエコチャレンジの登録が確認できる書類の写し 

（８） その他市長が必要と認めるもの 

（補助金交付額の確定） 

第１１条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、適正と

認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、笠間市住宅用太陽光発電・

蓄電システム設置費補助金交付額確定通知書（様式第８号）により補助事業

者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第１２条 前条の規定により通知を受けた補助事業者は、笠間市住宅用太陽光

発電・蓄電システム設置費補助金交付請求書（様式第９号）を市長に提出す

るものとする。 

（交付決定の取消し） 

第１３条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたとき

は、交付決定した補助金の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１） 虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２） 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。 

（３） この要綱に定める規定又は補助金交付の条件に違反したとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、笠間

市住宅用太陽光発電・蓄電システム設置費補助金交付決定取消通知書（様式

第１０号）により、補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第１４条 補助事業者は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消され

た場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金の交付を受けて

いるときは、市長の指定する期日までに当該補助金を返還しなければならな

い。 

（協力） 

第１５条 補助事業者は、市が取り組んでいる太陽光発電等の再生可能エネル

ギーに関する調査等について協力するものとする。 

（その他） 



第１６条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

（特例措置） 

２ 令和４年度及び令和５年度に申請した補助事業者にあっては、第３条中「年

度内」を「翌年度内」と、第１０条中「当該年度」を「翌年度」と読み替え

るものとする。 

（失効） 

３ この告示は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、第１３

条、第１４条及び第１５条の規定については、なおその効力を有する。 

附 則（ 令和６年告示第４４２号） 

 この告示は、公布の日から施行する。 

 


